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船舶事故調査報告書 
 

                             平成２８年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 平成２７年３月２１日 ２２時３０分ごろ 

発生場所 山口県萩市萩港西方沖 

萩港灯台から真方位２９３°１.０８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２６.９′ 東経１３１°２３.７′） 

事故の概要  漁船福
ふく

漁
りょう

丸は、南東進中、簡易型灯標に衝突した。 

 福漁丸は、甲板員２人が軽傷を負い、右舷船首部に破口を生じ、ま

た、簡易型灯標は、標体に折損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 福漁丸、１１トン 

 ＹＧ２－７５５２（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.９２ｍ（Lr）×３.５３ｍ×１.２５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５６９.００kＷ、昭和６１年５月２２日 

 第２９１－４３４５０（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５６年１０月１日 

  免許証交付日 平成２４年２月１７日 

         （平成３０年１月２４日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ２人（甲板員２人） 

 損傷 本船 右舷船首部に破口 

簡易型灯標 標体に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員３人が乗り組み、平成２７年３月２１日２

１時００分ごろ、漁獲物を市場に揚げるため、萩港に向けて漁場を発

進した。 

船長は、１人で操船して萩港西方沖に至り、約１０ノットの対地速

力で手動操舵により南東進中、ふだんどおり、萩市越ケ浜半島と九島

の間に設置されている緑色で点滅する簡易型灯標（以下「本件緑色灯
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標」という。）と赤色で点滅する簡易型灯標（以下「本件赤色灯標」

という。）の間の水路（以下「本件水路」という。）を通過しようとし

た。 

船長は、２２時２４分ごろ、本件赤色灯標の灯光を約１Ｍに視認

し、約４秒に１回の割合で点滅しているのを確認した。 

本船は、船長が、本船の船首が浮上して船首部に設置された架台レ

ールにより船首方に死角があり、本件緑色灯標の灯光は視認できなか

ったが、本件赤色灯標に接近して右舷方に見て航行すれば本件水路を

安全に通過できると思っていたところ、萩港の明かりで本件赤色灯標

の灯光を見失い、２２時３０分ごろ本件赤色灯標に衝突した。 

本船は、衝突後、浸水がなかったので萩港の市場まで自力で航行し

た。 

船首部で作業をしていた甲板員２人は、衝突の衝撃で負傷し、船長

が要請した救急車により病院に搬送され、甲板員１人が顔面打撲等

と、もう１人の甲板員が下肢打撲等とそれぞれ診断された。 

本件赤色灯標は、本事故後に復旧された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 

 

船長は、本件緑色灯標の灯光を約３００ｍに接近しないと視認でき

ないと思った。 

船首部に設置された架台レールは、建網を揚げるために設けたもの

で、平成２６年９月に作業の利便のため同レールを下方に移動した。 

（写真１ 本船の船首部の状況 参照） 

船長は、操舵室右舷側に設置されている舵輪で操舵していた。 

船長は、レーダーを０.２５Ｍに拡大して使用すれば本件緑色灯標

及び本件赤色灯標がレーダー映像として判別できることは知っていた

が、本事故当時、レーダーを０.５Ｍレンジで固定して使用してい

た。 

本件緑色灯標及び本件赤色灯標は、岩場から約０.８ｍのコンクリ

ート製の土台に約２ｍの鉄製の支柱が立てられ、その頂部に簡易灯火

が設置された構造となっている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、萩港西方沖を南東進中、船長が、本件赤色灯標に接近して

航行すれば本件水路を通過できると思っていたところ、萩港の明かり

で本件赤色灯標を見失った際、レーダーを用いて船位を確認しなかっ

たことから、本件赤色灯標に衝突したものと考えられる。 

船長は、船首方の死角により本件緑色灯標の灯光を視認していなか

ったが、本件赤色灯標に接近して右舷方に見て航行すれば安全に本件
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水路を通過できると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、萩港西方沖を南東進中、船長が、本件赤

色灯標に接近して航行すれば本件水路を通過できると思っていたとこ

ろ、萩港の明かりで本件赤色灯標を見失った際、レーダーを用いて船

位を確認しなかったため、本件赤色灯標に衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、灯標等の明かりが陸上の明かりで紛れたときは、レーダ

ーを適切に使用すること。 

・死角を補う見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図
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（平成２７年３月２１日 ２２時３０分ごろ発生） 
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写真１ 本船の船首部の状況 
 

架台レール 


